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（その５）
	その他
	調整基準
	世 帯 の
特殊事情
	母子家庭
	父の死亡・離別・行方不明・拘禁等の場合
	＋５

	
	
	
	父子家庭
	母の死亡・離別・行方不明・拘禁等の場合
	＋５

	
	
	
	生保家庭
	生活保護法による被保護世帯の場合
	＋５

	
	
	
	父求職中
	父の求職中の場合
	＋２

	
	
	
	多子世帯
	子供が４人以上で、かつ、低所得（所得税非課税）世帯
	＋１

	
	
	
	同居者有
	同居の親族（祖父母等）が家事・育児に当たれるが、高齢（65歳以上）のため十分に当たれない場合
	－２

	
	
	就労日数
	月20日
	月の平均就労日数
	－１

	
	
	
	月16～
　　　19日
	
	－２

	
	指数小計
	点

	指数合計
	点



